
マイナンバーカードを持っている人は、スマートフォンやパソコン（マイナンバーカードの読み取りができ
るもの）を使って、窓口まで出向くことなく、24時間365日いつでもどこでも各種証明書の交付申請ができ、
証明書が郵送で届きます。

問市民環境課戸籍住民係　℡22-6829

申請できる証明書の種類
戸籍・除籍・改製原戸籍の謄抄本、戸籍の附票、住民票、住民票記載事項証明書、身分証明書
オンライン申請方法
まずは右の二次元バーコードから市HP「戸籍謄抄本・住民票等証明書のオンライン申請について」にアクセ
スし、「各種証明書のオンライン申請」から必要な証明書を選択します。
①申請者情報・必要とする証明書の内容・郵送方法などを入力し、
　マイナンバーカードによる電子署名を行います。
②市役所に申請内容のデータを送信します。
③市役所で内容を確認・審査します。
④市役所から証明手数料と郵送料の金額を通知します。
⑤申請者はクレジットカード決済を行ってください。
⑥カード決済後自動で市役所に支払いが通知されます。
⑦市役所は入金の確認後に証明書を作成します。
⑧市役所から申請者の住民登録地へ証明書などを郵送します。

⑧証明書を郵送 ⑦入金確認
証明書を作成し送付

市役所申請者

①オンライン申請
証明書の交付申請

⑤オンライン決済
クレジットカードで支払い

③確認・審査
　申請者・証明書などの内容

②申請データを送信

④請求金額の通知
証明手数料と郵送料の金額を通知

⑥支払いの処理・通知

マイナンバーカードで戸籍・住民票などの証明書を

オンライン申請できます!

市HPはこちら
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県下
ワースト2!

道路を横断するときは…
・一度立ち止まり、必ず安全を確認する
・左右の見通しが良いところで横断する
・車が来ているときは、通り過ぎるまで待つ

・ヘルメットを着用する
・できるだけ背筋を伸ばし、視野を広げる
・交差点では必ず一時停止し、安全を確認する
・信号が青でも、右左折車に注意する

夕暮れ時や夜間の外出時は…
・明るい色の服と反射材を着用する

高齢歩行者・自転車乗用者の
交通事故が多発しています!

令和3年7月から令和4年6月までの1年間で、市内在住の高齢歩行者・自転車乗用者が交通事故に遭った割合
は、県下42市町村中ワースト2という残念な結果でした。今一度、歩くときや自転車に乗るときの注意点を
考えてみましょう。

問総務課　℡22-6820

歩くときに注意すること
年を重ねるにつれて、足腰の衰えや体の機能低下など、さまざまな変化が生じます。
自分の体の変化を自覚しながら、次のことを意識して、交通事故を防止しましょう。

自転車に乗るときに注意すること
自転車は身近で便利な乗り物ですが、筋力やバランス能力の低下により、乗ることが難し
くなる場合があります。次のことを意識して、安全に自転車を運転しましょう。
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フレイル予防講座受講者募集!

子ども未来投資給付金（ひとり親世帯学生分）を支給します
新型コロナウイルス感染症が長期化する中で、物価高騰の影響が大きくなるひとり親世帯などへの支援を行う観
点から、対象学生を養育しているひとり親世帯などに子ども未来投資給付金（ひとり親世帯学生分）を支給します。

問子育て支援課　℡22-6839　ID32570

▲

対象学生　次の①②全てに該当する人
①婚姻をしていない、平成12年4月2日から平成16年4月1日までに出生した人
②�学校教育法に基づいた大学、高等専門学校（4年生または5年生）、短期大学、専修学校のいずれかに在
学する人▲

支給対象者　次の①②③全てに該当する人
①令和4年4月1日時点で山県市に住民登録がある人
②申請時点で山県市に住民登録がある人
③申請時点で次の支給要件に該当する対象学生を養育しているひとり親などの人▲

支給要件
①父母が婚姻（法律婚）を解消した学生
②父母が婚姻（事実婚）を解消した学生
③父または母が死亡した学生
④父または母が重度の障害
　（国民年金の障害等級1級相当）にある学生
⑤父または母の生死が明らかでない学生
⑥父または母から引き続き1年以上遺棄されている学生▲

�支給手続き　申請が必要です。指定口座に振り込みます。※提出書類など詳しくは市HPを確認してください

学生1人当たり一律10万円給付額 令和5年2月28日（火）申請期限

開催日 時　間 内　容

11月22日（火）
13時30分〜13時50分 オリエンテーション（山県市の現状について）
14時〜15時 運動（笑顔で延ばそう健康寿命）
15時10分〜16時10分 栄養（たんぱく質足りてますか？）

11月24日（木）
13時30分〜14時30分 口腔（お口からフレイル予防）
14時40分〜15時40分 レクリエーション（笑顔で運動元気アップしましょう）
15時40分〜16時 まとめ・アンケート

▲

対象者・受講料　市内在住の65歳以上の人・無料▲

場所　山県市保健福祉ふれあいセンター　3階ボランティア室▲

申込方法・期限　11月15日（火）までに健康介護課に電話するか窓口で申し込んでください。
※1日のみの参加もできます。
参加者が5人未満の場合は開催を中止します。また、新型コロナウイルス感染症の影響により、開催を中止
する場合があります。

フレイルとは、年齢とともに筋力や精神力などの心身の活力が低下した状態で、虚弱を意味します。フレイ
ルになると、健康障害を起こしやすくなり、要介護状態になる危険性が高まります。今回の講座では運動、
栄養、口

こうくう
腔、レクリエーションの各専門職からフレイル予防について学ぶことができます。これからの人生

を健康で楽しく過ごしていくために、フレイル予防に興味のある人は気軽に参加してください。
問健康介護課　℡22-6838

⑦�父または母がDV被害に関する保護
命令を受けた学生
⑧�父または母が引き続き1年以上拘禁
されている学生
⑨母が婚姻によらないで生まれた学生
⑩�遺児などで父母がいるかいないか明
らかでない学生

市HPはこちら
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